
議
員
提
出
第
四
十
五
号
議
案

朝
鮮
高
級
学
校
を
高
校
授
業
料
無
償
化
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意
見
書

朝
鮮
高
級
学
校
を
高
校
授
業
料
無
償
化
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
文
部
科
学
省
は
五
月
に
委
員
や
議

事
録
が
一
切
非
公
開
の
「
検
討
会
議
」
を
設
置
し
、
八
月
末
に
教
育
課
程
等
に
つ
い
て
は
、
「
個
々
の
具
体
的

な
教
育
内
容
に
つ
い
て
は
基
準
と
し
な
い
」
と
す
る
、
朝
鮮
高
級
学
校
を
高
校
授
業
料
無
償
化
の
対
象
と
す
る

か
審
査
す
る
際
の
「
判
断
基
準
」
を
取
り
ま
と
め
た
。

教
育
と
は
内
容
そ
の
も
の
で
あ
り
、
「
教
育
内
容
を
判
断
し
な
い
」
と
い
う
結
論
に
つ
い
て
は
、
国
民
か
ら

多
く
の
疑
問
が
出
て
い
る
。
し
か
し
、
髙
木
文
部
科
学
大
臣
は
、
十
一
月
五
日
に
「
検
討
会
議
」
の
結
論
を
ほ

ぼ
踏
襲
し
た
「
審
査
基
準
」
を
正
式
に
発
表
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
外
形
的
な
基
準
が
整
え
ば
、
朝
鮮
高
級
学

校
が
高
校
授
業
料
無
償
化
の
対
象
と
な
る
可
能
性
が
極
め
て
高
く
な
っ
た
。

し
か
し
、
朝
鮮
高
級
学
校
で
は
、
特
に
歴
史
教
育
に
お
い
て
、
金
日
成
・
金
正
日
に
対
す
る
徹
底
し
た
個
人

崇
拝
の
も
と
、
客
観
的
な
事
実
に
基
づ
く
朝
鮮
の
歴
史
で
は
な
く
、
「
金
日
成
・
金
正
日
の
家
系
史
」
が
教
育

さ
れ
て
お
り
、
到
底
、
「
歴
史
教
育
」
あ
る
い
は
「
民
族
教
育
」
と
呼
べ
る
も
の
で
は
な
い
。

さ
ら
に
は
、
朝
鮮
戦
争
は
米
国
・
韓
国
が
引
き
起
こ
し
た
、
大
韓
航
空
機
爆
破
事
件
は
韓
国
の
で
っ
ち
上

げ
、
拉
致
問
題
に
つ
い
て
も
日
本
当
局
が
極
大
化
し
た
な
ど
の
、
虚
偽
・
捏
造
の
歴
史
が
教
育
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
教
育
内
容
は
、
朝
鮮
高
級
学
校
に
通
う
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
、
日
本
社
会
や
国
際
社
会
に
対
す

る
軋
轢
を
産
み
だ
す
も
の
で
あ
り
、
独
裁
体
制
を
支
え
る
た
め
の
「
思
想
教
育
」
と
し
て
人
権
侵
害
の
疑
い
さ

え
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
教
育
内
容
に
つ
い
て
数
多
く
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
政
府
案
で
は
、
指
定
の
前

に
教
育
内
容
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
指
定
に
際
し
て
の
「
留
意
事
項
」
と
し
て
改
善
を
促
す
こ
と
と
あ

る
。
し
か
し
、
留
意
事
項
の
履
行
状
況
の
確
認
に
つ
い
て
も
、
必
要
と
認
め
る
と
き
に
報
告
を
求
め
る
に
留
ま

り
、
原
則
的
に
は
朝
鮮
学
校
に
自
主
的
な
改
善
を
促
す
の
み
な
の
で
、
真
に
教
育
内
容
の
是
正
が
図
ら
れ
る
か

は
保
障
さ
れ
て
い
な
い
。

な
お
、
公
安
調
査
庁
は
、
朝
鮮
学
校
の
管
理
・
運
営
は
朝
鮮
総
連
の
指
導
の
下
に
進
め
ら
れ
て
お
り
、
朝
鮮

総
連
の
影
響
は
、
朝
鮮
学
校
の
教
育
内
容
、
人
事
、
財
政
に
及
ん
で
い
る
と
国
会
で
説
明
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
北
朝
鮮
の
朝
鮮
労
働
党
の
機
関
誌
は
、
就
学
支
援
金
の
支
給
は
、
生
徒
へ
の
支
給
で
は
な
く
朝
鮮

学
校
へ
の
支
援
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
報
道
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
朝
鮮
学
校
を
無
償

化
の
対
象
と
し
て
も
、
就
学
支
援
金
が
真
に
生
徒
の
教
育
費
負
担
の
軽
減
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
は
、
極
め
て
困

難
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
朝
鮮
高
級
学
校
を
高
校
授
業
料
無
償
化
の
対
象
と
す
る
か
判
断

す
る
に
際
し
て
は
、
教
育
内
容
の
是
正
及
び
就
学
支
援
金
が
生
徒
の
授
業
料
の
支
払
い
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
を

審
査
の
前
提
条
件
と
す
べ
き
で
あ
り
、
朝
鮮
学
校
が
そ
の
条
件
を
受
け
入
れ
な
い
場
合
、
公
金
を
投
入
し
て
無

償
化
の
対
象
と
し
な
い
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日

大
分
県
議
会
議
長

安

部

省

祐

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

参

議

院

議

長

西

岡

武

夫

殿

内

閣

総

理

大

臣

菅

直

人

殿

文

部

科

学

大

臣

髙

木

義

明

殿

国

家

戦

略

担

当

大

臣

玄

葉

光
一
郎

殿


